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◎新潟県告示第1181号 

漁業法（昭和24年法律第267号）第170条第３項の規定により、第五種共同漁業権遊漁規則の変更を次のとおり

認可した。 

令和４年11月18日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 漁業権者の名称及び住所 

 魚沼漁業協同組合（魚沼市佐梨1105－16） 

２ 漁業権の免許番号 

 内共第14号 

３ 変更の内容 

  次の表の変更前の欄中下線が引かれた部分（以下「変更部分」という｡)に対応する同表の変更後の欄中下線

が引かれた部分（以下「変更後部分」という｡)が存在する場合には当該変更部分を当該変更後部分に改め、変

更部分に対応する変更後部分が存在しない場合には当該変更部分を削り、変更後部分に対応する変更部分が存

在しない場合には当該変更後部分を加える。 

変    更    後 変    更    前 

第１条～第８条 （略） 第１条～第８条 （略） 

  

（遊漁承認証に関する事項） 

第９条 組合は第２条第１項の遊漁料の納付を受けた

ときは、別記様式第１号による遊漁承認証（以下「遊

漁承認証」という｡) を交付するものとする。 

２ オンラインシステムで交付する遊漁承認証は、前

項の規定にかかわらず、別記様式第３号によるもの

とする。 

３ 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。 

４ 遊漁承認証は、原則として再発行しないものとす

る。 

（遊漁承認証に関する事項） 

第９条 組合は第２条第１項の遊漁料の納付を受けた

ときは、別記様式第１号による遊漁承認証（以下「遊

漁承認証」という｡) を交付するものとする。 

２ オンラインシステムで交付する遊漁承認証は、前

項の規定にかかわらず、別記様式(4)によるものとす

る。 

３ 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。 

 

  

第10条～第12条 （略） 第10条～第12条 （略） 

附則 

この規則は、令和５年１月１日から施行する。（行政庁

の認可日 令和 年 月 日） 

附則 

１.この規則は、新潟県知事の認可の日以降で、漁協が

定める日から施行する。 
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 別記様式第１号 

 遊漁承認証・年券 表 
 

 

 

 遊漁承認証 年券・裏 
  

別記様式第１号  

遊漁承認証・年券 表  

 ○の中には年度記載 

 

                      魚沼漁証D第 号 
    遊漁承認証  

 

 

 

 

 

 

 

 

   下記の通り遊漁を承認します。 

 

     発行者 

    魚沼漁業協同組合  ㊞ 
      魚沼市佐梨1105-16 
       ℡ 025-792-0261 

         承認期間 自   年   月 

                  至   年   月 

魚種                     

遊 漁 者 

住所                  

氏名                  

         遊漁料金 
年齢     歳           円 

注意事項 

１．本証は他人に貸与することができない。 

２．本証は出漁の際は常に腕章に入れて携行し、取締員の要求が

あったときは提示しなければならない。 

３．本証を持った遊漁者でも、規則に違反した行為に出たと認め

たときは、その遊漁を中止させる。 

４．本証はあゆ漁はできません。 
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裏  

 

 

 遊漁承認証 日券・表 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 裏 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・漁場は奥只見湖、大鳥ダム並びにこれらに 

そそぐ河川とする。 

 ただし北ノ又川石抱橋上流は除く。 

・遊漁の際、本券を外部から見やすい箇所に 

 着装すること。 

・漁場取締員の要求があったときは、本券を 

 提示しなければならない。 

・他人の迷惑になる行為はつつしむこと。 

・本券を持った遊漁者でも、規則に違反した 

 行為にでたと認めたときは、その遊漁を中 

 止させる。 

・本券は投網漁業はできません。 
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４ 変更後の遊漁規則の施行の日 

 新潟県知事の認可の日以降で漁協が定める日  

遊漁承認証・日券 表  

 

 

裏  

 

 

  

別記様式第２号  

（略） 

別記様式第２号 

（略） 

別記様式第３号 オンラインシステム 遊漁承認証 別記様式(4)オンラインシステム 遊漁承認証  

（略） （略） 


